
���������	
���������	������������� !��"#��$%&��'()*�+!��,-���������	
������������������������������������	��
�����������

　

病
気
や
失
業
、
災
害
な
ど
の

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
、

納
期
限
ま
で
に
市
税
の
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
っ
て
分
割
し
て
納
付
し
た
り
、

納
め
る
時
期
を
遅
ら
せ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

滞
納
に
な
る
前
に
納
税
課
で

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
滞
納
の

ま
ま
放
置
し
て
お
き
ま
す
と
、

督
促
、
差
押
え
な
ど
の
不
利
益

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ

る
よ
う
、
お
す
す
め
し
ま
す
。

■
納
税
の
ご
相
談
は

　

納
税
課（
仮
庁
舎
Ａ
棟
２
階
）

　

�
８
６
１－

６
９
０
２

　

住
宅
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
居

住
用
の
建
物
が
建
っ
て
い
る
土

地
の
課
税
標
準
額
は
、
土
地
の

面
積
、
住
宅
戸
数
等
の
一
定
の

要
件
を
満
た
す
と
そ
の
価
格
の

「
６
分
の
１
」
ま
た
は
「
３
分
の

１
」
に
減
額
す
る
特
例
措
置
が

あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成　

年
か
ら

１３

「
住
宅
用
地
の
適
正
課
税
の
た

め
の
調
査
」
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
が
、
課
税
誤
り
の
な
い
適

正
課
税
の
た
め
に
は
本
市
の
調

査
に
加
え
て
、
市
内
に
土
地
を

所
有
し
て
い
る
み
な
さ
ま
の
協

力
（
申
告
）
が
必
要
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

土
地
の
上
に
住
宅
や
ア
パ
ー

ト
な
ど
の
居
住
用
の
建
物
が

建
っ
て
い
る
の
に
、
特
例
措
置

が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
本
来
支
払
う
べ
き
税
額
よ

り
も
誤
っ
て
多
く
支
払
う
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
今
一
度
所

有
さ
れ
て
い
る
土
地
の
課
税
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
①
住
宅
を
新
築
・
増
築

し
た
場
合
や
住
宅
の
全
部
又
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
②

住
宅
の
庭
と
し
て
使
用
し
て
い

た
土
地
を
契
約
駐
車
場
へ
変
更

し
た
場
合
、
③
家
屋
の
全
部
又

は
一
部
の
用
途
を
変
更
し
た
場

合
（
住
宅
か
ら
店
舗
に
、
店
舗

か
ら
住
宅
に
変
更
し
た
場
合
な

ど
）
な
ど
に
は
住
宅
用
地
の
認

定
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
資
産
税
課
へ
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
土
地
が
適
正
に

課
税
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

ご
自
身
の
納
税
通
知
書　

ペ
ー

１０

ジ
に
あ
り
ま
す
課
税
物
件
明
細

書
の
「
住
宅
特
例
の
有
無
」
で

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
誤
り
や
そ
の
他
疑
問
な
点

が
あ
り
ま
し
た
ら
資
産
税
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課

（
仮
庁
舎
Ａ
棟
１
階
）

　

�
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２
０
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左
記
の
通
り
平
成　

年
度
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
・

２２

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

【
期
間
】

　

平
成　

年
４
月
１
日（
木
）〜
４
月　

日（
金
）ま
で

２２

３０

　
　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
休
日
を
除
く
）

【
時
間
】

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分
ま
で

３０

１５

　
　
（
昼
食
時
を
除
く
）

【
場
所
】

　

資
産
税
課
（
仮
庁
舎
Ａ
棟
１
階
）
Ａ－

　

番
窓
口

１２

【
縦
覧
の
で
き
る
方
】

　

那
覇
市
内
に
土
地
・
家
屋
を
所
有
す
る
納
税
者
ま

た
は
そ
の
代
理
人（
※
償
却
資
産
に
係
る
課
税
内
容
の

確
認
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
で
行
い
ま
す
。）

【
縦
覧
の
際
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の
】　　
　
　

○
納
税
者
本
人

　

本
人
確
認
の
た
め
の
書
類（
運
転
免
許
証
ま
た
は
顔

写
真
入
り
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）、納
税
通
知
書

○
代
理
人
（
納
税
者
以
外
）

　

納
税
者
本
人
直
筆
の
委
任
状
及
び
代
理
人
等
本
人

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
ま
た
は
顔
写
真
入
り
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）、
納
税
通
知
書　

※
「
登
録
価
格
」
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
価
格
等
を
登
録
し
た
旨
の

公
示
の
日
か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日

後　

日
ま
で
の
間
に
那
覇
市
固
定
資
産
評
価
審
査

６０
委
員
会
に
審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

但
し
、
平
成　

年
度
は
価
格
の
据
え
置
き
年
度
で

２２

あ
り
、
地
価
の
下
落
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
土

地
や
地
目
の
変
換
・
家
屋
の
増
改
築
な
ど
の
特
別

な
事
情
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
審
査
の
申
し
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。（
審
査
申
出
は
仮

庁
舎
Ａ
棟
２
階
・
税
制
課
で
受
け
付
け
ま
す
）。

●
土
地
･
家
屋
の
縦
覧
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

資
産
税
課
（
仮
庁
舎
Ａ
棟
１
階
）

　
　
　

�
８
６
２－

５
３
２
０

●
審
査
申
出
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

税
制
課
（
仮
庁
舎
Ａ
棟
２
階
）

　
　
　

�
８
６
２－

９
９
０
３

市税は、市政を支える貴重な自主財源です。納期内の納付をお願いします

（
平
成　

年
か
ら
平
成　

年

１１

１８

ま
で
に
入
居
さ
れ
た
方
）

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年

１１

１８

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
方
で
、
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ

る
方
は
、
市
役
所
ま
た
は
税

務
署
へ
の
申
告
が
必
要
で
し

た
が
、
平
成　

年
度
か
ら
、

２２

改
正
に
よ
り
、
こ
の
制
度
の

適
用
を
受
け
る
為
の
、
市
役

所
へ
の
申
告
は
不
要
に
な
り

ま
す
。

＊
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
民
税
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
平
成　

年
か
ら
平
成　

年

２１

２５

ま
で
に
入
居
さ
れ
た
方
）

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年

２１

２５

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
た
方
に
つ
い
て
、
所
得

税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ

た
方
に
つ
い
て
、
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額

を
翌
年
度
分
の
個
人
住
民
税

か
ら
控
除
す
る
制
度
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

　

尚
、
こ
の
制
度
の
適
用
を

受
け
る
に
は
、
市
へ
の
申
告

は
不
要
で
す
が
、
所
得
税
の

確
定
申
告
ま
た
は
年
末
調
整

（
初
年
度
に
つ
い
て
は
、
確
定

申
告
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
に
お
け
る

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
創
設

税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
改
正

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
民
税
課

　

（
仮
庁
舎
Ａ
棟
２
階
）

　

�
８
６
１－

３
３
２
８

　

�
８
６
１－

１
１
５
７

　

市
で
は
、
電
話
で
納
税
の
呼

び
か
け
を
行
う
「
那
覇
市
納
税

催
告
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
て

お
り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
は
市
役
所
仮
庁
舎

内
に
設
置
さ
れ
、
専
門
の
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
が
、
納
期
が
過
ぎ
て

も
納
付
の
確
認
が
と
れ
な
い
納

税
者
に
対
し
「
那
覇
市
納
税
催

告
セ
ン
タ
ー
」
の
名
称
で
、
電

話
に
よ
る
納
税
の
お
願
い
を
行

い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
税
目
は
、
市
県

民
税
、
固
定
資
産
税
お
よ
び
軽

自
動
車
税
で
す
。

○
納
税
催
告
セ
ン
タ
ー
開
設

日
・
時
間

水
曜
日
以
外
の
平
日：

　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時　

　

午
後
３
時
〜
同
８
時

水
・
土
・
日
曜
日
、
祝
日：

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

本
セ
ン
タ
ー
で
は
、
市
税
の

納
期
が
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を
お

知
ら
せ
し
、
早
期
納
付
の
お
願

い
を
行
う
も
の
で
す
。

　

こ
ち
ら
か
ら
口
座
を
指
定
し

て
金
銭
の
振
込
み
を
求
め
た
り
、

現
金
自
動
預
け
払
い
機
（
Ａ
Ｔ

Ｍ
）
の
振
込
み
操
作
を
指
示
す

る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

『
振
り
込
め
詐
欺
』に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

ま
せ
ん
。

　

不
審
な
点
が
あ
る
場
合
に
は

納
税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

納
税
課（
仮
庁
舎
Ａ
棟
２
階
）
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６
１－

６
９
０
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納納
税
相
談

税
相
談

　

市
税
は
、
定
め
ら
れ
た
納
期

限
ま
で
に
納
税
者
の
み
な
さ
ま

に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
納
期
限
ま
で
に
納

付
の
な
い
方
に
、
ま
ず
督
促
状

を
送
り
電
話
や
家
庭
訪
問
な
ど

で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
納
付
が
な
い
場
合
、

納
期
限
内
に
納
め
た
方
と
の
公

平
を
保
つ
た
め
、
ま
た
大
切
な

市
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、

法
律
に
基
づ
い
て
滞
納
者
の
財

産
な
ど
の
差
押
え
や
公
売
な
ど

の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ
な

い
と
、
納
税
者
に
は
督
促
手
数

料
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
、
一
方
、

市
で
は
督
促
状
の
発
送
経
費
や

電
話
連
絡
、
家
庭
訪
問
な
ど
に

要
す
る
経
費
が
か
さ
む
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
納
期
限
内
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
（
納
期

限
は
、
納
税
通
知
書
等
に
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
）。

納
期
内
納
付
の
お
願
い

納
期
内
納
付
の
お
願
い

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
、
家

屋
以
外
に
事
業
用
と
し
て
用
い

る
機
械
、
器
具
・
備
品
、
船
舶
、

テ
ナ
ン
ト
な
ど
の
内
外
装
や
構

築
物
等
も
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
を
償

却
資
産
と
い
い
ま
す
。
こ
の
償

却
資
産
を
お
持
ち
の
法
人
や
個

人
事
業
主
は
、
地
方
税
法
第
３

８
３
条
の
規
定
に

よ
り
、
資
産
の
あ

る
市
町
村
に
毎
年

１
月
１
日
現
在
の

状
況
を
１
月　

日
３１

ま
で
に
申
告
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

申
告
す
る
内
容

は
、
資
産
の
種
類
、

名
称
、
取
得
年

月
、
耐
用
年
数

な
ど
で
す
。

　

基
本
的
に
は
、

税
務
署
で
の
法

人
税
・
所
得
税

の
申
告
に
お
い

て
減
価
償
却
費

と
し
て
損
金
又

は
必
要
経
費
に

計
上
し
た
も
の

と
同
一
の
内
容

で
す
。

　

尚
、
申
告
書
様
式
及
び

「
申
告
の
手
引
き
」に
つ
い
て

は
、
那
覇
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。
申
告
が
ま
だ
の
方
は
、

早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

資
産
税
課

（
仮
庁
舎
Ａ
棟
１
階
）
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８
６
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５
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２
０
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１．市税の課税や差押えなどの処分についての不服のある方は、市長に対して、
文書により不服申立てをすることができます。

２．上記１の不服申立てに対する決定を経た場合に限り、その決定があったこと
を知った日の翌日から起算して６か月以内に、那覇市を被告として、処分取消
の訴えの提起ができます。ただし、正当な理由がある時（例えば、不服申立て
があった日の翌日から起算して３か月を経過しても決定がないなど）は、決定
を経ないで訴えの提起ができます。

＊固定資産税課税台帳の価格に不服がある場合は、価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の
交付を受けた日後60日までの間に那覇市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

不 服 申 立 期 間区　　分

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内市税の課税の決定
督促状を受け取った日の翌日から起算して６０日以内、また
は差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して３０日
を経過した日のいずれか早い日まで

督　 　 　 促

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して６０日
以内、またはその公売の期日等のいずれか早い日まで

不 動 産 な ど の
差 押 え

※下表の受付期間、受付会場以外では申告できませんので、日時、会場を確認して申告してください。

３月１６日（火）～５月９日（日）３月１日（月）～３月１５日（月）２月１６日（火）～２月２６日（金）受 付 期 間

※申告受付停止

（ ）新年度の課税準備のため停止します。申告
受付の再開は、５月１０日（月）となります

那覇市民会館（中ホール）のみ
那覇市民会館（中ホール）

受 付 会 場
市民税課（仮庁舎Ａ棟２階）

※申告受付の待ち時間を短縮するために、申告会場を４会場（本庁・市民会館中ホール・首里公民館・小禄支所）から２会場（仮庁舎・市民会館中ホール）に集約しました。

※首里公民館と小禄支所では、申告受付はできませんので、ご注意ください。
■受付時間：午前8時３０分～午後4時まで
�３月１４日（日）は、那覇市民会館（中ホール）のみで受け付けています。　　※通常の（土）・（日）の申告はできません。
�駐車場が狭いため、車でのお越しはご遠慮ください。
�申告期限までに申告がないと公営住宅の入居用、就学援助・保育園の入園等の際に必要な所得証明書等が発行できず、不利益をこうむる場合がありますので、ご
注意ください。
�所得のない方でも、市・県民税に関する諸証明や他の制度利用のための基礎資料となり、また国民健康保険加入の方の保険税の軽減判定資料となりますので、申
告してください。
�郵送による申告の受付（３月１５日（月）までに送付してください）。
前年中に収入がなかった方、または、源泉徴収票、保険料控除の証明書などの必要書類（添付書類はお返しできません）が整っている方は、申告書に必要事項を
正しく記入して郵送しても差し支えありません。但し、記載内容に不備があったり、必要書類が同封されていないときは、当該申告書を返送する場合があります。

＊営業・不動産収入があった方は、帳簿および領収書の確認がありますので、郵送では受付できません。
＊連絡先の電話番号は必ず記入してください。 市民税課　〒９００－８５８５　那覇市上之屋１－２－１
＊詳細につきましては、市民税課までお問い合わせください。 ■お問い合わせ　市民税課（仮庁舎Ａ棟２階）　� ８６１－３３２８　� ８６１－１１５７


